
我孫子市開発行為に関する条例に基づく事前協議及び事前協議の変更の手続における

協議担当課への図書の作成及び配布に関する規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、我孫子市開発行為に関する条例（平成１９年条例第２５号。以

下「条例」という。）第６条に規定する開発行為の事前協議及び第９条に規定する事

前協議の変更の手続に関し、事務処理の円滑化を図るため、必要な事項を定めるも

のとする。 

（協議担当課が必要とする図書） 

第２条 我孫子市開発行為に関する条例施行規則（平成１９年規則第５１号。以下「規

則」という。）第６条第３項に規定する協議を要する協議担当課が必要とする図書は、

別表に掲げるとおりとする。 

（事前協議の申請図書又は事前協議の変更の申請図書の配布） 

第３条 市街地整備課長は、開発行為を行おうとする者から規則第６条第１項に規定

する我孫子市開発行為事前協議申請書及び同条第２項に規定する図書が提出された

ときは、速やかに協議担当課に対し、回答期限を定めた依頼文書（様式第１号）及

び回答文書（様式第２号）を添えて配布しなければならない。 

２ 市街地整備課長は、開発事業者から規則第１０条第１項に規定する我孫子市開発

行為事前協議変更申請書及び同条第２項に規定する図書が提出されたときは、速や

かに協議担当課に対し、回答期限を定めた依頼文書（様式第３号）及び回答文書（様

式第４号）を添えて配布しなければならない。 

３ 前２項による回答期限は、原則として７日以内とする。ただし、条例第６条第３

項に規定する規則で定める開発行為の回答期限については、当該我孫子市開発行為

検討会を開催した日から原則として７日以内とする。 

 

附 則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和３年４月８日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 



この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 



様式第１号 

都 整 第 〇 〇 号 

〇〇〇年〇月〇日 

 

課長あて 

 

市街地整備課長 

 

   我孫子市開発行為に関する条例に基づく事前協議について（依頼） 

 

 次の者から〇〇〇年〇月〇日付けで別添のとおり事前協議の申請がありましたので、

事前協議申請図書の内容について検討し、様式第２号により原則として７日以内（条

例第６条第３項に規定する規則で定める開発行為については、当該我孫子市開発行為

検討会を開催した日から原則として７日以内）に回答くださるよう依頼します。 

 

１ 開発行為を行おうとする者      〇〇〇〇 

２ 開発行為を行おうとする土地の所在  我孫子市〇〇〇〇 

３ 開発行為を行おうとする土地の面積  〇〇〇〇㎡ 

４ 予定建築物             〇〇〇〇 

５ 代理者（担当者）連絡先       〇〇〇〇  ℡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号 

事 務 連 絡 

〇〇〇年〇月〇日 

 

市街地整備課長あて 

 

課長 

 

   我孫子市開発行為に関する条例に基づく事前協議について（回答） 

 

 開発行為を行おうとする者      〇〇〇〇 

 開発行為を行おうとする土地の所在  我孫子市〇〇〇〇 

 

 〇〇〇年〇月〇日付け都整第〇号で依頼のありました標記の件について、次のとお

り回答します。 

 

 １ 当該計画のとおり開発行為の施行に同意します。 

 ２ 当該計画については、次の事項について注意するよう指導をお願いします。 

   ・ 

   ・ 

   ・ 

 ３ 当該計画については、次の事項について調整する必要があります。 

   ・ 

   ・ 

   ・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号 

都 整 第 〇 〇 号 

〇〇〇年〇月〇日 

 

課長あて 

 

市街地整備課長 

 

   我孫子市開発行為に関する条例に基づく事前協議の変更について（依頼） 

 

 次の者から〇〇〇年〇月〇日付けで別添のとおり事前協議の変更の申請がありまし

たので、事前協議の変更の申請図書の内容について検討し、様式第４号により原則と

して７日以内に回答くださるよう依頼します。 

 

１ 開発事業者         〇〇〇〇 

２ 開発行為をする土地の所在  我孫子市〇〇〇〇 

３ 開発行為をする土地の面積  〇〇〇〇㎡ 

４ 予定建築物         〇〇〇〇 

５ 代理者（担当者）連絡先   〇〇〇〇  ℡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号 

事 務 連 絡 

〇〇〇年〇月〇日 

 

市街地整備課長あて 

 

担当課長 

 

   我孫子市開発行為に関する条例に基づく事前協議の変更の申請について（回答） 

 

 開発事業者         〇〇〇〇 

 開発行為をする土地の所在  我孫子市〇〇〇〇 

 

 〇〇〇年〇月〇日付け都整第〇号で依頼のありました標記の件について、次のとお

り回答します。 

 

 １ 当該計画のとおり開発行為の施行に同意します。 

 ２ 当該計画については、次の事項について注意するよう指導をお願いします。 

   ・ 

   ・ 

   ・ 

 ３ 当該計画については、次の事項について調整する必要があります。 

   ・ 

   ・ 

   ・ 
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備 考 

正 都市部 市街地整備課 開発区域及び自動車駐車施設等に関すること ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

副 〃 都市計画課 土地区画整理事業、大規模開発行為、都市計画施

設、地区計画及び景観に関すること 
● ● ● ●    ●  ● ● ● ●     ● ● ●     ● ● 

 

〃 〃 公園緑地課 公園、緑地及び緑化並びに墓園に関すること ● ● ● ●    ● ● ● ● ● ●           ● ● ●  

〃 〃 建築住宅課 建築基準法に関すること ● ● ● ●    ●   ● ● ●     ● ● ●  ●   ● ●  

〃 建設部 道路課 道路施設、排水施設及び都市計画道路の整備に関

すること 
● ● ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● 

 

〃  交通政策課 自転車駐車施設に関すること ● ● ● ●    ●   ●              ● ●  

〃 〃 下水道課 下水道施設に関すること ● ● ● ●    ●   ● ● ● ● ● ●        ● ● ●  

〃 〃 治水課 雨水排水施設及び水路施設に関すること 

● ● ● ●    ●   ● ● ●           ● ● ● 

水路の付替え又は廃止がない場合

は、我孫子市開発等に伴う排水計画

技術基準（雨水編）に基づく排水放

流申請書により協議する。 

〃 市民生活部 市民協働推進課 集会施設に関すること ● ● ● ●    ●   ●              ● ●  

〃 環境経済部 商業観光課 商業施設、観光施設等に関すること ● ● ● ●    ●   ●    ●          ● ●  

〃 〃 企業立地推進課 企業立地に関すること ● ● ● ●    ●   ●    ●          ● ●  

〃 〃 農政課 森林法、農地法等に関すること ● ● ● ●    ●   ● ● ●            ● ●  

〃 〃 生活衛生課 ごみ集積所、騒音、埋立て及び土壌汚染等に関す

ること 
● ● ● ●    ●   ● ● ●           ● ● ● 

 

〃 健康福祉部 健康づくり支援課 病院に関すること ● ● ● ●    ●   ● ●             ● ●  

障害者支援課 社会福祉施設に関すること ● ● ● ●    ●   ● ●             ● ●  

高齢者支援課 ● ● ● ●    ●   ● ●             ● ●  

〃 子ども部 保育課 保育施設に関すること ● ● ● ●    ●   ● ●             ● ●  

〃 〃 子ども支援課 学童保育施設に関すること ● ● ● ●    ●   ● ●             ● ●  

〃 企画総務部 企画政策課 大規模開発行為に関すること ● ● ● ●    ●   ● ●             ● ●  

〃 消防本部 警防課 消防施設に関すること ● ● ● ●    ●   ● ● ●        ●   ● ● ●  

〃 水道局 工務課 水道施設に関すること ● ● ● ●    ●   ● ● ●    ●    ●   ● ● ●  

〃 教育委員会 

教育総務部 

総務課 

学校教育課 

義務教育施設に関すること 
● ● ● ●    ●   ● ●             ● ● 

 

〃 教育委員会 

生涯学習部 

文化・スポーツ課 埋蔵文化財に関すること 
● ● ● ●    ●   ●              ● ● 

 

〃 農業委員会事務局 農地転用に関すること ● ● ● ● ● ●  ●   ●              ● ●  

※事前協議に係る手続を代理人に委任して行うときは委任状を添付してください。※上記図書のほかに、我孫子市開発行為に関する条例施行規則第６条第２項第９号に規定するものを添付してください。 

※墓園の建設は、開発区域の面積が１ヘクタール以上の場合に限ります。※●は、協議担当課が必要とする図書を示しています。 

 

 


